
企業訪問（平成27年6月30日） 

 

富山労働局働き方改革推進本部（本部長：富山労働局長）では、県内企業の働き方改革取

組の一環として、企業訪問を実施しています。 

平成27年6月30日、本部長（富山労働局長）、副本部長（富山労働局労働基準部長）ほ

か計４名で、下記の企業を訪問しました。 

 

● 企業情報 

株式会社富山富士通（富山市） 

代表者：代表取締役社長 小神野 誠 

所在地：（本社）富山市 

    （工場）川崎市、小山市、明石市 

従業員数：464名 

事業内容：富士通グループ内基幹システム

の ICTインフラの企画～構築～運

用・保守、情報システム構築の企

画～開発～運用・維持及び富士通

グループ向けソフトウェア出荷・

SE支援サービスを行っている。  
 

 

● トップのメッセージ 

 

 

 
 
社員一人ひとりが柔軟な発想や斬新なア

イディアを生み出すために、仕事と生活のバ

ランスのとれた働き方の変革に取り組むこ

とで、より創造性や生産性の高い働き方を目

指し、一層のやりがいが感じられ、いきいき

とした職場環境作りにチャレンジしていく。 
 
 
 

（写真：左） 

働き方の変革の趣旨等を説明される小神野誠社長。 

 



● 企業の取組 

 

取組の目的 
ワークライフバランス（仕事と生活の

調和）の創造に取り組み、従業員が健康

的に満足感を持って意欲的に働くこと

ができる職場を目指す。 

 

 
（写真：上） 

取組の目的や内容等について説明される小神野誠

社長（左から２人目）と柳原昌和常務（右端）。 

取組内容 

○所定外労働時間削減 

 生産性・品質向上及び健康推進を目的に所定外労働時間の削減に取り組んでいる。 

① 毎週水・金曜に「定時退社日」を設定し、館内放送で促進 
② 毎月、労働時間委員会で所定外労働時間の状況を確認し、職場マネジメント強化及び
対策の検討を実施 

○年休取得促進 

 心身のリフレッシュ及びモチベーションの向上を目的に年休取得促進に取り組んでいる。 

① 労働時間委員会にて取得目標日数を設定し取得を促進（2015年度目標：15日/人） 
② 個人別にバースデー休暇等の計画（3ヵ月間）を立て取得 
③ 連続一週間（土日を含めた9連休）の選択取得の新設（2015年度より実施） 

○多様な働き方に向けて制度の拡充 

（１）育児や介護などの事情と業務との両立を支援することを目的に、制度面の充実と働き

やすい職場環境づくりを実施している。 

①育児休職制度：保育事情により、最大2年間の取 

得ができる 

②短時間勤務制度：所定労働時間を小学校6年生ま 

で1日6～7時間に短縮できる 

③介護休職制度:要介護状態にある家族を介護する 

場合に、1年間取得ができる 

④フレックス勤務：フレキシブル（朝型勤務／育児・ 

介護の考慮）に勤務ができる 

 

（写真：左）説明を聞く本部長（田研一富山労働局長）。 

 



 

● これからの取組 

少子高齢化社会やグローバル化の進展に伴う多様な生活スタイルに柔軟に対応できる働き方

の改革や、女性社員のさらなる活躍支援など個人の成長・やりがいの向上を支援できる取り組み

を実施し、働く喜びと誇りに満ちた会社を作り上げていく。 

 

● 現状とこれまでの取組の効果： 

○所定外労働時間推移 

年度 2012 2013 2014 

年間平均実績 21.0H/月 19.1H/月 18.8H/月 

〇年次有給休暇の取得推移 

年度 2012 2013 2014 

年間平均取得日数 13.6日 14.7日 14.5日 

○育児休職取得者数 

 2012～2014年度累計 男性3名、女性23名 

 ※対象女性従業員の休職取得率は100%（育児理由による退職者は0名） 

○育児短時間勤務者数 

 2015年4月20日現在 21名 

○在宅勤務者数 

 2010～2014年度累計 4名 

 

（２）多様な人材のキャリア形成支援と働き方改革による生産性の向上を目的に在宅勤務制度

（テレワーク）を実施している。 

・在宅勤務制度：月に8回在宅での勤務が可能 

グローバルコミュニケーションツール（ＴＶ会議やチャットシステム）を利用し、自

宅にいながらも富士通グループ全拠点のメンバーとミーティングや資料共有を行い、業

務を遂行することが可能（時間や場所に捉われないモバイルワークの実施）。 

 

 

（写真：左） 

「働き方改革」

に向けた取組

について、様々

な意見交換も

行われました。 

 


